
バイオマス・ニッポン総合戦略推進アドバイザリーグループ第６回会合（議事概要）

１　日時　平成１７年５月２３日（月）　１５：００－１７：００

２　場所　三番町共用会議所大会議室

３　出席者　別紙のとおり

４　内容

○塚本課長　　それでは、定刻となりましたので、バイオマス・ニッポン総合戦略推進アドバイ

ザリーグループ第６回の会合を開催いたします。

　司会をさせていただきます農林水産省大臣官房環境政策課長の塚本でございます。

　最初に本日の資料についてご確認をお願いいたします。お手元の配布資料一覧のとおりお

配りしてありますでしょうか。何かございましたらお申し出ください。

　また、２人の委員の交代がございましたので、新しい委員をご紹介いたします。

　新日本製鐵株式会社常務取締役の嶋宏委員でございます。

○嶋委員　　嶋と申します。よろしくお願いします。

○塚本課長　　もうお一方、石川県立大学生物資源環境学部教授の高橋強委員でございま

す。

○高橋委員　　高橋でございます。

○塚本課長　　本日の委員の出席状況でございますが、池上委員、河村委員、小宮山委員、

堂本委員、中村委員、野村委員、日引委員、山口委員におかれましては、都合によりご欠席さ

れる旨連絡を受けております。それと熊崎委員は少々遅れられるとの連絡を受けております。

　前回の会合の時に小宮山座長から迫田委員を座長代理としてはどうかというご発言をいた

だきまして、会合後に委員の皆様にご連絡を申し上げ、ご了承いただいているところでござい

ます。

　これ以降の議事につきましては、座長代理の迫田委員にお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。

○迫田座長代理　　迫田です。不慣れな進行役ですが、よろしくお願いします。

　では、開催に当たり、坂野技術総括審議官から一言ごあいさつをいただきたいと思います。

よろしくお願いします。

○坂野技術総括審議官　　農林水産省技術総括審議官の坂野でございます。バイオマス・ニッ

ポン総合戦略推進アドバイザリーグループの第６回会合に当たりまして一言ごあいさつ申し上

げたいと思います。

　本日は、座長代理の迫田先生を始め各委員の皆様方には、バイオマスにつきまして幅広い

見地からご指導、ご助言を賜るということに感謝申し上げ、また本日はお忙しい中ご参会いた

だきましてありがとうございます。

　今回で６回目になりまして、バイオマス・ニッポン総合戦略も制定されましてから２年半でござ

いますから、もう今さら総論は言うに及ばないと思います。むしろ今は各論といいますか、実行



の時ではないかと思っております。

　最近のこれら環境をめぐる話につきましては、ご案内のように、今年の２月に京都議定書が

発効いたしまして、その中で我々の関係とすれば、新エネルギー対策として、バイオマスタウン

の構築、50万キロリットルのバイオマス燃料の利用ということも掲げられております。さらに、６
月から政府関係のところは地球温暖化防止の視点から軽装になると思います。６月から９月い

っぱいは上着・ネクタイはできるだけ省略するということで我々も協力したいので、よろしくお願

いしたいと思います。

　また、今年は、３月から「愛・地球博」が開催されており、既に行かれた方もいらっしゃると思い

ますけれども、話題のバイオマスの容器が利用されておりますし、ごみを減らすという工夫もし

ているので、ぜひご参加いただくとありがたいと思います。

　また、農林水産省ではバイオマスタウン構想とか、そのような形でまさに実行という視点から、

とかくすると従来の予算がバイオマスの変換技術だけだったものが、生産から収集・輸送、利

用、何でもできるような形で交付金化して、できるだけ活用しやすい様に工夫をしております。

ぜひよろしくお願いしたいと思います。

　今年度は、バイオマス・ニッポン総合戦略の現状とか課題について検証し、必要があれば戦

略を見直すということで前回もお話ししたことがありました。間もなくその作業にとりかかるとこ

ろでございますので、皆さんの忌憚のないご意見をいただきたいと思います。

　なお、今日の出席の委員は15名程おりますから、まともにお話いただくと５分ずつだとして、１
時間15分ということでありますので、事務方の説明は極めて簡潔にしていただいて、議論は深
くということでよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。

○迫田座長代理　　どうもありがとうございました。

　それでは議事に入ります。お手元の議事次第に沿って進めたいと思います。

　本日は、まず事務局よりバイオマス生活創造構想事業（モデル事業）の中間結果について説

明していただいて、その後、意見交換をしまして事業の評価を行います。その後、各府省、事

務局及び委員の方から説明を受けた後に自由討論の時間を設けたいと思います。今お話があ

りましたように、後半たっぷり議論したいと思います。

　それでは、まずモデル事業の中間結果について、事務局より簡潔にご説明いただきたいと思

います。お願いします。

○藤本室長　　「資料１－１」をご覧いただきたいと思います。表紙に「バイオマス生活創造構想

事業（モデル事業）中間結果について」と書いてございます。これは昨年８月の第４回会合のと

きに少しお話を申し上げましたが、バイオマスプラスチックの製造に関する、また利用に関する

目標を立てまして、それを３年間の事業で進めていこうとするものでございます。

　１枚めくっていただけますでしょうか。左側でございますが、「バイオマス生活創造構想（モデ

ル事業）と事業評価の実施について」と書いてございまして、１番の予算額としては、16年度に
11億 6,000万、17年度には10億 4,000万弱のお金をいただいて実施しているものでございま
す。

　事業の内容は２番に書いてございます。技術開発、技術実証施設の整備、さらに全国レベル、



また地方レベルでのバイオマスプラスチックの普及を図っているものでございます。

　これは３番のところに評価目標を書いてございますが、こうした数値目標を掲げることにより、

予算の効率的な運用、例えばソフト経費に関しても次の年に送ることができるということがあっ

たり、また目の違う予算をお互いにお金の余っているところから足りないところへ動かすことが

できるといういわゆる予算特区として始まった事業でございますが、これの１つを農林水産省と

してはバイオマスプラスチックの技術開発に充てているわけでございます。

　２ページをごらんいただきたいと思います。今の目標のところに書いてございますとおり、16
年度末には技術開発により１割ぐらい生産効率を上げたい、すなわちコストを１割ダウンさせた

い、エネルギー効率を１割上げるということを目標にして進めております。

　下の表をごらんになっていただきたいのですが、バイオマスからプラスチックをつくるという過

程には幾つかの過程がございます。糖化、発酵、精製、重合、ケミカルリサイクル、こうした各

場面でのエネルギー効率を上げていくということを目標にしてございます。

　結論から申し上げますと、福岡と山形と北海道の３つのグループで技術開発を行ってござい

ます。それぞれのところで一定の成果が上がっております。真ん中に「原料からポリ乳酸製造

の製造エネルギー削減効果」という欄がございます。①番から④番の足し算のところでござい

ますが、トップランナーの生産効率の上昇ぐあいを全部足し上げますと、我が方では22％程度
効率を上げることができたと考えているところでございます。

　１ページめくっていただき、３ページ目でございますけれども、具体的には製造エネルギー削

減に係る技術開発の進捗状況をこのようにまとめさせていただきました。

　(1) 番は、従来ポリ乳酸というプラスチックをつくっておりますアメリカの Nature Works 社
のデータをもとに、どれぐらいのエネルギーが必要になっているかということを記載したもので

ございます。

  これにつきまして、(2) のア、これは福岡に本拠を置くグループでございますが、それぞれ発
酵、重合、ケミカルリサイクル、下の箱の影のかかっている課題番号５、６、７、９番について、

それぞれ右側に具体的に評価を書いてございます。

　例えば課題の５でございますが、古米からポリ乳酸を経済的に生産するような新規プロセス

の開発については、平成16年度、これは真ん中のところの割合で10と書いてございまして、こ
れは予定の技術開発の中の約１割ぐらいはできたという自己評価でございます。ここは研究グ

ループによる自己評価を書かせていただいておりますけれども、今のところこの糖化酵素を使

って検証・確認を実験室レベルで行っているということから、今のところ10％程度の技術開発は
できているという判断をしたものでございます。この10、30、50、70、これは別に等差数列で書
いてあるわけではありませんで、それぞれの課題ごとに自己評価を行ったものでございます。

  それが下のところで具体的目標がもし 100％達成したらポリ乳酸の製造について全体のエ
ネルギーがどれだけ削減されるだろうかというのは、もともとの製造工程から計算されることに

なります。今の課題５ですと半分ぐらいのエネルギーを削減することができるかなり画期的な技

術であると我々は考えているわけでございますけれども、そのうち１割ぐらいは実験室でできて

いるということから、５％程度の技術開発ができたではないかというのが一番下の箱でござい



ます。これは掛け算になっております。0.1 掛ける0.5 ということで0.05の５％というふうになっ
ております。

　次のページをめくっていただきますと、同じように山形グループの数字が載せてございます。

福岡グループに比べますと、山形グループというのは糖化、発酵並びに精製、重合と、それぞ

れの過程が重なり合いをもたずに進んでおりますので、足し算は非常に簡単でございますけれ

ども、一番下のところに書いてございますとおり、糖化、発酵、精製、重合と全部足し上げまし

て18％程度の削減が可能になっているという評価をさせていただいているところでございま
す。

　３番目は、６ページに北海道グループの数字を載せてございます。ここも同じように発酵と濃

縮について、かなり新しい技術を一応開発したいということで始まったわけでございますけれど

も、例えば右側にバイポーラ膜を利用して濃縮をするというようなラボ実験を進めてございます。

バイポーラ膜というのは、ある一定の濃度のものだけが通りまして、そこが濃縮されるというよ

うな性質の膜でございますが、これを使いますと結果としては乳酸がその膜を通過いたしまし

てかなりリークしてしまうというような結果があらわれております。従いまして、ここの割合では、

正直に達成割合ゼロと書かせていただいておりますけれども、こういった今の技術の開発状況

に応じまして、17年度の予算措置については増減をさせていただいているということがござい
まして、はっきり申し上げれば北海道グループに関して予算はかなり削らせていただいたという

ようなこともやらせていただいております。

　続いて７ページでございますが、バイオマスプラスチックの認知度についての評価でございま

す。技術開発で１割ずつエネルギー効率を上げるというだけでなく普及事業もやってございま

すので、１年間に10％ずつ認知度を上げるということを目標にしてございます。総理が愛・地球
博の宣伝で生ごみから生まれて土に戻るプラスチックという宣伝をしておりますので、我々とし

てはかなり認知度が上がったのではないかということを期待していたわけでございますが、結

論といたしましては、残念ながら概ね昨年同様の認知度にとどまっております。ここの評価結

果の案の真ん中に「概ね昨年同様の認知度と考えられる」と書かせていただきました。

　さらに、特に30から50歳の女性の階層でバイオマスプラスチックという言葉の認知度が低くな
っておりまして、これからこれらの階層の人たちに対して一層普及が必要ではないかと考えて

いる次第でございます。

　具体的には、今後、16年度と同様、バイオマスプラスチック製品のイベント等への利用を通じ
た啓蒙、普及、さらにバイオマスプラスチック製品のリサイクルによる資源循環社会のシステム

構築のモデル実証事業、それから、昨年、私も卵を配らせていただきました。卵パックをポリ乳

酸でつくっているのでございますが、こうした大規模小売店舗などでのバイオマスプラスチック

製品の普及を含めまして、今後ともこのバイオマスプラスチックの普及をしていきたいと考えて

いるところでございます。

　ちなみに、10ページのところに、平成16年度に講じたバイオマスプラスチックの普及施策を載
せさせていただきました。

　一番最初のところに日本有機資源協会の取り組みが書いてございますけれども、バイオマス



プラスチックのパンフレットを作成し、愛・地球博でも配らせていただくなど、努力はさせていた

だいているところでございます。今後ともこうした努力を続けて認知度を上げていきたいと考え

ております。

　以上、私からの説明でございます。

○迫田座長代理　　どうもありがとうございました。モデル事業の中間結果について説明いた

だきましたが、委員の皆様いかがでしょう。ご質問とかご意見ございましょうか。どうぞお願いし

ます。

○山地委員　　数値目標を立てて評価するというのは大変斬新な試みでわかりやすいと思って

おります。ただ、足し算とか掛け算があるわけですけれども、ここで少し質問があります。掛け

算の方、例えば４ページに進捗割合の10％と成功したときの５割削減で掛け算をされているわ
けですけれども、研究開発というのはオール・オア・ナッシングという側面がありますね。実現す

れば達成できるけれども、実現しなければ進捗してもだめだというのがあるから、単純に掛け

算するところには評価として食い足らないところがある。例えばこれで予算を減らすとなると研

究開発をやっている人に少し気の毒かなという気がしています。これが１点。

　もう１つは足し算の方です。２ページ目のところで３つのグループでそれぞれのプロセスでトッ

プランナーをとられたというのですが、例えば精製のところで福岡グループで２というのもあるし、

これは山形がトップランナーで13ということのようですが、これはこういう足し算でよろしいので
しょうか。つまりポリ乳酸だから１つの技術ということなのかもしれませんけれども、原料によっ

てもそれぞれの効率の限界が違うのではないかと思うのです。これも単純に足し算していいも

のかどうか、ちょっとそのあたり、これは私は全く素人ですから質問でございます。

  もう１ついわせていただくと、バイオプラスチックはポリ乳酸だけではないですね。コハク酸と
いう手もありますので、そちらの方の予算措置はどうなっているのか。３点でございます。

○迫田座長代理　　お願いします。

○藤本室長　　我々も初めての予算の評価、数値評価ということもございまして、どうやって評

価するかということについては少し悩みがあるわけでございます。我々が内閣府なり財務省に

お約束をいたしました目標というのが、一応エネルギー効率を１割ずつアップする、３年間で３

割ぐらいの削減をしたい、これが具体的にはエネルギーコストだけということであれば 500円
が350 円になる、そういう率は価格でお聞きになった方も多いかと思います。
  そこで、実は山形のグループというのは１社と１大学がやっておりますので、そういった意味
ではポリ乳酸をつくるのは１つの流れの中でやっておられますので、これはある程度足し算す

ることは可能だろうと考えております。

　そこで、山形の分だけ足しても18になりますので、我々としては１割のエネルギーコストをカッ
トすることは可能だろうと考えているのでございますけれども、実は技術的に一番確実といいま

すか、我々が評価している中では福岡グループがもともとこういう実証施設をもっておられます。

そういった意味からこの重合の４というのを足し上げておるのでございますけれども、一番かた

いのではないだろうかということでこれを足させていただいたものでございます。ここにつきまし

ては、今回先生方のご評価をいただいた後、もう一度内閣府なり財務省ともこれの評価につい



て我々としてはご相談をさせていただくという作業が入るということでございます。

　それから、我々は古米を使ってポリ乳酸ということを念頭に置いて技術開発を進めさせてい

ただいているのでございますけれども、実はコハク酸の案件につきましては、今回私のところで

は取り扱っておりません。実際にはバイオプロセスのところで経済産業省のＮＥＤＯの技術開

発の事業の中で同じような事業が組まれておりまして、我々としてはここはポリ乳酸にかなり特

化して進めさせていただいているところでございます。その辺はお互いにどこが何をやるかとい

うようなことは調整させていただいた結果とご理解いただければと思っております。

○迫田座長代理　　どうもありがとうございました。よろしいでしょうか。また何かありましたら後

ほど。

　ほかの委員の方々、いかがですか。

　私もいいですか。後半のバイオマスプラスチック認知度というところですけれども、「バイオマ

スプラスチックという言葉をご存じですか」という質問なんです。そういうことをいわれたら、「ポ

リプロピレンてご存じですか」といわれて、「知りません」という人も多いのではないでしょうか。

質問の仕方によって、認知度ということのアンケートというのは難しいと思います。お願いしま

す。

○藤本室長　　実はこの認知度の調査につきましては、今、流行のインターネットアンケートで

させていただいております。インターネットのアンケートで、１週間もあれば全部結論が出てしま

うという極めて速い調査でございます。それぞれのアンケートに登録をしている人たちのところ

に質問がバッと行きまして、答えるとポイントがもらえて図書券がもらえる、こういう性格のもの

でございます。昨年、最初に行ったときの調査で「バイオマスプラスチックを知ってますか」とや

ったものでございますので、取りあえずは、ことしは全く同じ質問でさせていただきました。そう

いった意味では誤差の範囲なのかなと考えております。２年目、３年目とやらなければいけな

いことになっておりますので、今ご指摘のあったことについては少しご相談をさせていただけれ

ばと思っております。もう少しわかりやすい質問にした方がいいというのは確かにあるかもしれ

ません。ただ、余り恣意的に変えるわけにもいきませんので、その辺はご理解いただければと

思います。

○迫田座長代理　　ありがとうございます。

　ほかにご意見等ございませんでしょうか。松見委員どうぞ。

○松見委員　　これは質問でございます。ちょっとフェアでないかもしれませんけれども、最近、

民間で生分解性、光分解性の素材あるいは技術開発がいろいろなメーカーでも進行中だと

我々は理解しておるのですが、あくまでこれはコストダウンのための技術開発をやらないと、官

民あるいは産学官協力して普及のためにいろいろな手を打っておられるものの最終的にはコ

ストの問題になると思うのです。モデル事業以外でいろいろコストダウンのための技術開発が

進行中と我々は受けとめておるので、それの把握は非常に難しいかもしれませんが、こちらの

方でモデル事業以外の動きの把握はある程度やっておられるかどうか、ちょっとお尋ねしたか

ったのです。

○迫田座長代理　　お願いします。



○藤本室長　　我々、農林水産省の部分につきましては、ある程度、農林水産技術会議の方

でそういったことがわかる。実は私が把握しているかというと、正直申し上げて幾らになってま

すということは今のところ私は把握しておるわけではないのです。把握できるという観点からい

えば、エネルギーに関して若干我々のところでやっているところもわかりますし、経済産業省で

は、今日、来ておりますけれども、ＮＥＤＯにお願いすることによりまして、ある程度のところは

把握できるのではないかと考えているところでございます。今この場でどれぐらいといわれます

とちょっとお答え申し上げられませんけれども、その辺の技術開発はそれぞれ目標をもって進

めているところでございますので、調べればある程度わかるのではないかと考えている次第で

ございます。

○迫田座長代理　　どうもありがとうございました。それでよろしいでしょうか。

　それでは評価を行います。特段反対のご意見等がなければ資料の評価案のとおり了承しま

して、委員からの貴重なご意見も踏まえながら、引き続き事業を進めてもらうということにしては

いかがかと思いますが、よろしいでしょうか。

          （「異議なし」の声あり）
○迫田座長代理　　どうもありがとうございました。

　それでは、次の議題に移ります。各府省から最近の情勢等について報告をいただきます。

　まず、文部科学省さんからお願いします。時間を厳守でお願いしたいと思います。

○横溝シニアフェロー　　わかりました。科学技術振興機構の研究開発戦略センターの横溝と

申します。私どもでは、科学技術振興機構のファンディングの対象である研究課題を中心とし

て研究開発戦略を立てておりますが、今回バイオマスエネルギー利用システムに関するワーク

ショップを行いましたので、その結果を報告させていただきます。

　１ページ目の下にありますように、私どもは持続的発展が可能な社会という観点で研究開発

戦略を立てておりますけれども、その中で当然バイオマスに対する期待は非常に大きく、既に

この席で報告されておりますが、その下の表のように、今回、総エネ調の方でもバイオマスの

熱利用を大幅に積み上げているということがいえます。

　ただ、その表の一番下の欄をごらんいただければわかりますが、それでも一次エネルギーの

３％ということで、持続可能という観点からするともっと積み上げが要ると考えております。

　次のページにまいります。上のチャートは、総エネ調のちょっと古いデータで恐縮なのですが、

2010年をねらった地球温暖化大綱との関係を示しております。しかし、さらに持続可能という観
点からしますと、その右下にありますように、これはＩＰＣＣのＢ１シナリオの世界平均に日本の

ＣＯ２　発生量を合わせたという仮想的なものですけれども、今後新エネルギー、特にバイオマ

スに対する積み上げをする必要があると考えます。

　下のチャートでございますが、日本だけでこれをやっても実はだめであって、特に中国、インド

といった急発展国の人口増と生活レベルの向上に伴って大幅に二酸化炭素排出量がふえる。

しかも、これは生活レベルと化石燃料使用量、さらに原油価格とリンクしていますから、日本と

してはアジアを巻き込んでバイオマスあるいは新エネルギーの利用を進めないといけないとい

うことでございます。



　次のページにまいります。現状我々が認識しているのは、バイオマスの問題としてはバイオ

マスのポテンシャルに対して実際の利用割合、つまり普及率が非常に低い、さらに最新鋭の火

力等と比べてエネルギー効率もまだ低いということで、どちらも目いっぱい上げないと、バイオ

マスがもっている本来のポテンシャルで持続可能への寄与が大きくできないということ。さらに、

日本の国土の狭さを考えますと、そのチャートの右側の方にありますように、再生速度もふや

して資源量をふやさないといけないということがいえます。

　その下のページ、特に日本では資源作物に関する動きが海外に比べてちょっとおくれている

かなという指摘があります。

　次のページにまいります。今回、エネルギー中心に温室効果ガスの排出量削減と枯渇性資

源の節約、エネルギーセキュリティーという観点からワークショップをやりました。

　検討方針のポイントは省きますけれども、３番目にありますように将来的には市場原理に基

づいて自律的に普及しないと大量のバイオマスを使うというのは難しいであろうということで議

論をいただきました。

　下に参加者が書いてありますけれども、産官学、農水系あるいは工学系、いろいろな方が参

加して２日間にわたって議論いたしました。以下、そのとき出ました提言を、総論的ですが、次

のページから説明させていただきます。

　まず第１に、持続発展という観点から、かなり先、例えば2050年ごろをみた長期のビジョンを
つくって、その中でバイオマス利用の長期計画をつくらないといけないという提言。以下４つの

点は省きますけれども、特に３番目、４番目にありますように、農業でもなく工業でもない新しい

基幹産業が要るということと、アジアを巻き込んでやらないといけない。先ほど申し上げたとお

りのことでございます。

　次のページにまいります。それを達成するシナリオとしまして、これも５点述べております。全

部は読み上げませんけれども、海外のバイオマスの活用の戦略、そこにおける日本の技術と

リーダーシップをどう確立するかという戦略が必要です。

　その下にありますように、マーケット指向のビジネスモデルと基幹産業としての育成計画とい

うことで、当面、税制あるいは経済的インセンティブ等で育成しないといけませんが、短期的な

計画でなくて長期的にいつごろまで続けてどのくらいの規模にするという計画が要るということ

でございます。

　そのページの下にありますように、具体的施策としてはバイオマスの利活用に関するinterdi
sciplinary 、intersectional 、international という３つの方向の連携を必要とするということ
でございます。

　５番目にありますように、国内外の未利用作物あるいは未利用の土地、休耕地、これの活用

を目いっぱいやらないといけないという指摘もございました。

　次のページにまいります。具体的な施策の続きですが、バイオマスの地域性が非常に強いと

いう観点から、データベースをきちっと構築し、これをメンテする組織が要るという指摘もござい

ました。

　以下３つの研究開発課題が述べてありますけれども、簡単に申し上げます。



　１つは、バイオマス資源をもっと拡大しないといけない。例えば品種の改良とか国内の休耕地

等の利用等によって目いっぱいバイオマスをふやさないといけないという指摘がございました。

　次のページにまいります。バイオマスの利用・普及率を上げないといけないということで、各

地域に合ったバイオマスの普及をするためにシステム技術をもっと充実した方がいいという提

言でございます。

　そのページの下にありますように、バイオマス利用の効率あるいは利便性を向上する要素技

術の開発が３－１から３－７まで、次のページにわたって示してありますけれども、詳細は省か

せていただきます。

　かなり総論的な話になりましたけれども、ワークショップではかなり具体的な話をしています

ので、今後、報告書にまとめて研究開発戦略に生かすつもりでございます。

　以上です。

○迫田座長代理　　どうもありがとうございました。ご質問等おありでしょうが、後でまとめてお

伺いすることにしたいと思います。

　次に経済産業省さん、お願いします。

○荒木課長（経済産業省）　　それでは、「資料１－３」に基づきまして、「新エネルギー需給見

通しと導入目標」ということでご説明をさせていただきたいと思います。

　私どもの方では、長期エネルギー需給見通しというのを大体３年ごとに改定してございますが、

今回、地球温暖化対策ということとも兼ね合いまして、一昨年12月からことしの３月にかけて、
１年以上にわたりまして長期エネルギー需給見通しの議論をしてまいりました。先般３月に一

応報告書がまとまりまして、それが多分、次の資料の環境省さんの方でご説明される京都議

定書の目標達成計画のエネルギー部分のベースになっておりますので、その前段ということで、

その中で新エネルギー、とりわけバイオマスがどのような位置づけになっているかということを

ご説明させていただきたいと思います。

　背景としてエネルギー関係の需給構造の部分もありますが、細かいことは省きます。今回、

一応需要側の想定として、特に長期にわたって今後当然エネルギーの需要がふえていくという

部分もあるのですが、産業構造の変化とか、今までＩＴ化が進んでも実はエネルギー需要が増

加してきたということは、むしろ例えば省エネ関係でＩＴを使うとか、そういった形でエネルギー需

要を低減する可能性を秘めているとか、そういった観点も含めまして省エネの需要側の可能性

も織り込んでございます。

　２ページの「一次エネルギー供給構成」の上の方の国内供給のところに「レファレンス」「現行

対策」「追加対策」とございますけれども、一番上の数字をみていただきますと、「追加対策」の

ところでは全般的に国内供給の原油換算量が低くなってございまして、これは需要側が対策を

講じた上で供給構造が下記にあるようなものになるだろうということでございます。

　この中で「新エネルギー等」のところは赤の数字で示しておりますが、これは「新エネルギー

等」となっておりまして、私どもが新エネルギーということでやっておりますものに若干その他も

含まれておりますので、全体の構成比が４％になってございますけれども、基本的に通常３％

といわれているものとベースが同じでございます。



　具体的な新エネルギーの内訳でございますが、それが３ページにございます。基本的には20
10年度の新エネルギーの導入目標量を３年前も定めておりましたけれども、原油換算量として
は1,910万キロリットルということで、これは引き続きそのまま堅持している格好になってござい
ます。全体の中に占める割合も３％程度ということでございます。

　水力、地熱も入れた再生可能エネルギーも参考に示しております。これが目標になっており

まして、計算していただければおわかりかと思いますが、その中で発電分野における廃棄物発

電とバイオマス発電、これは廃棄物とはいっても実際上バイオマス分の入っている廃棄物もご

ざいますので一緒になっております。この586万キロリットルと熱利用分野のバイオマス熱利用
を足し合わせると900万キロリットル弱になっておりますので、バイオマスで全体の半分近くを
占める。黒液・廃材もバイオマスですので、これを含めると新エネルギーの導入量の目標の相

当な部分がバイオマス由来のものであるということでございます。

　特に今回、熱利用分野のバイオマス熱利用、これは308万キロリットルになってございます。
目標量の全体量は変わっておりませんが、熱利用分野におけるバイオマス熱利用の占める割

合が非常に高くなってございます。これは太陽熱利用がなかなかはかどっていないということも

ございまして、以前の目標量を若干減らして、そのかわりバイオマスが最近いろいろな分野で

導入が進んでいるということで308万キロリットルという形でふやしているものでございます。
  ここには書いてございませんが、このバイオマス熱利用の内数として輸送用燃料へのバイオ
マスの利用ということで50万キロリットルが入っております。この50万キロリットルというのは、
バイオマス由来のエタノールをガソリンに混入するケース、あるいは石油業界の方でご検討さ

れておられますけれども、バイオマス由来のエタノールからＥＴＢというガソリンに対する添加剤

をつくりましてガソリンに混入するというやり方、あるいはＢＤＦと呼ばれる軽油代替のバイオマ

ス由来の燃料、これらを含めまして50万キロリットルということを今回初めて明示的に盛り込ん
でおるというのが特徴でございます。

　基本的にエネルギー政策は、先ほどちょっとアジアの話もございましたけれども、全般的にア

ジアをにらんだ国際エネルギー戦略の確立等々ございますが、４ページにございますように「エ

ネルギー供給の分散と多様化による変化への対応力強化」ということの中で再生可能エネル

ギーのさらなる導入促進、あるいは自動車燃料を初めとする燃料の多様化、この２点が特に関

係する部分かと思います。

　最後の５ページ目にそこに書かれている部分が抜粋してございます。漢字が変換ミスで間違

っているところもあるのですけれども、基本的に再生可能エネルギーということでバイオマスも

含めて利用技術がさらに技術開発によって発展していってコストダウンによって普及する可能

性があるということで、特に国産エネルギーとしてエネルギー自給率の向上に大きな価値をも

つということと特に地域内における利用ということが資源循環という観点からも進んでいく。特

にこれが地域におけるビジネスという形で発展していくのではないかということが書いてござい

ます。

　あとは、先ほどご紹介したように自動車燃料を初めとした燃料の多様化の中でバイオマス由

来燃料の自動車燃料における利用ということで、これも大きな意義をもつということが書いてご



ざいます。これをベースとして、次に環境省さんのご説明される京都議定書の目標達成計画の

中にこのエネルギー部分のものが引き継がれているという形になってございます。

  簡単ではございますけれども、以上でございます。
○迫田座長代理　　どうもありがとうございました。では、次に環境省さんからお願いします。

○清水課長（環境省）　　環境省の地球温暖化対策課長でございます。「資料１－４」「京都議

定書目標達成計画の骨子」と書かれておりますが、この資料を使ってご説明したいと思いま

す。

　３年前に地球温暖化対策推進法が改正されておりまして、同時にそのときに京都議定書自

体を日本が批准しております。３年前に改正した法律でありましたけれども、ことしの２月16日
に京都議定書が発効しましたので、３年前の法改正は２月16日をもって有効になってきた、施
行されてきたということでございます。

　今回２月16日に施行されました３年前の改正部分、ここで京都議定書目標達成計画を策定
するという義務が政府にかかるわけでございますので、その条文に従いまして今回４月28日に
京都議定書目標達成計画を閣議決定いたしました。

　この内容としましては、当然京都議定書の６％約束を確実に達成するためのものであります

が、１の「目指す方向」のところに掲げられておりますように、地球温暖化問題は2012年で終わ
るものではありませんので、さらなる長期的、継続的な削減を目指すという形にしております。

　今回この計画の中で基本的な考え方を６つほどここに書いてございます。

　環境と経済の両立というのは当然の前提になってきますが、革新的な技術を用い、技術を普

及しながらさらに開発を行っていく。

　それから、すべての主体の参加ということで、特に政府が旗振りするだけでなく、温暖化問題

というのは国民あるいは事業者の活動そのものがエネルギーを消費しておりますので、そうい

う部分で対策をとっていただく必要がありますので、当然主体の参加・連携などを柱としており

ます。

　それから、多様な政策手段を用いるということで、本当に温暖化待ったなしというような状況

の中であらゆる政策手段を導入していこうと。

　それから、「評価・見直しプロセスの重視」と書いてございます。政府としましては３年前、京都

議定書を批准したときに地球温暖化対策推進大綱という名前のプログラムをつくっておりまし

た。その中でステップ・バイ・ステップのアプローチということで、３年ごとに見直して評価をしな

がら対策を強化していこうという考え方でありましたが、それを引き継いでおりまして、今回のプ

ログラム、計画につきましても、きちんと毎年毎年点検を行い、2007年に大がかりな評価・見直
しを行うという形で運用することにしております。

　次のページ、温暖化の目標について掲げられております。「区分」と書いてありまして、温室

効果ガス、①から⑤までそれぞれの区分に応じて「目標」の欄に掲げられているような目標、そ

れから森林吸収源、京都メカニズムということで、「1990年度比」という欄の合計欄をみていた
だきますとマイナス６％ということで、このマイナス６％ということでそれぞれ目標を設定してい

るわけであります。



　ただ、特に温室効果ガスについてみますと、実はこれは目標なのですが、見方がテクニカル

な面がございまして、例えばエネルギー使用に伴うＣＯ２　でいきますと、1990年に比べてプラス
0.6 。これは現在もう既に10％ほど伸びておりますので、これは10％からプラス0.6 ％まで下
げるという意味で、大変大きな削減量がここでは必要になってくるということです。

　今、足元の2002年ぐらいの話を申し上げましたけれども、一番右側には2010年にまでいった
ときに現在の対策でどの程度のレベルにいくだろうかというのが書いてありまして、そこからの

削減量でございます。実は将来見通しをみますと６％程度の排出が見込まれておりますので、

マイナス６％と合わせて12％ほどの対策をこれから追加対策として打っていくというのが今回
の姿であります。

　特に今回は評価見直しを行いまして、森林吸収源と京都メカニズムにつきましては目標を変

えておりませんが、温室効果ガスの中の内訳につきましては、現在のトレンド、将来の見通し、

対策の効果などをみながら、中をシャッフルしております。特に③のメタンとか⑤の代替フロン

などの対策が従来よりかなり進むということを前提にしながら、①のエネルギー起源に伴うＣＯ

２　、これは従来マイナス２％程度まで下げるという目標だったのを今回プラス0.6 ％程度まで
の下げ方でいいということですので、対策としてはＣＯ２　につきましては、従来よりは削減量が

少なくなっている。このことをもちまして政府はかなり対策を緩めたのではないかというような議

論もありますが、決してそうではなくて、実現可能性のある対策の値に直したということでござ

います。

  下の方のエネルギー起源に伴う二酸化炭素の中の内訳については、この際省かせていただ
きます。

　３ページ目が「目標達成のための対策と施策」ということでございます。目標を今お示ししまし

たが、これらはそれぞれの対策の積み上げで目標をつくっております。具体的には別表という

形でここには出ておりませんが、個別具体的にそれぞれ削減量をどれぐらい見込むということ

を全体をみております。

　３ページに書いてあります表はエネルギー起源二酸化炭素についての表でありますけれども、

これをみていただきますと、この表の一番下の方に「個」の対策、右側の方に機器単位の対策、

真ん中あたりに施設・主体単位の対策、上の方にいきますと省ＣＯ２　型の地域構造や社会経

済システムの形成という形で書いてあります。

　こういう形で従来の機器単位の対策、施設・主体単位の対策から、より面的、ネットワーク的

な対策ということで、地域構造や社会経済システムまで踏み込んだ広範な対策を心がけるよう

にし、具体例としましては都市のデザインとか交通システムのデザイン、物流体系の形成、新

エネルギーの面的導入やエネルギー融通の促進など書かれておりますが、こういう形で、より

面的、ネットワーク型の対策に重点を置いた計画にしております。

　この中で、特に今申し上げました真ん中のところ、新エネルギーの面的導入やエネルギー融

通の促進の中にバイオマス利用の促進というのが位置づけられるということでございます。

　４ページは、そのほかの非エネルギー起源二酸化炭素とかメタンなど書いてありますが、ここ

は飛ばしまして、(2) のところで温室効果ガス吸収源対策というのがございます。森林吸収源



対策自体は森林の吸収量を多く確保する対策でありますが、この中でも木質バイオマスの促

進によってむしろ吸収源対策にも資する面があるというようなことが記載されております。

　５ページにまいりまして横断的施策ということで、これは国民全体の対策を推進するという意

味で国民運動を展開する。そのためにも政府、公的機関が率先的取り組みを行う、そういう形

になっております。

　あとは排出量の算定・報告・公表制度、あるいはサマータイムが書かれておりますが、ポリシ

ーミックスという形で行っていく。この中で環境税なども検討を進めていくべき課題という形での

位置づけがなされております。

　６ページ目は抜かしまして、それでは具体的に京都議定書目標達成計画の中でバイオマス

がどういう位置づけになっているかだけを簡単にご説明したいと思います。番号を振っておりま

せんが、「京都議定書目標達成計画（抄）」という形で１ページ書いてあります。新エネルギー対

策の中にこういう形でバイオマスが位置づけられているということで、これは本文そのものであ

ります。バイオマス・ニッポンへの言及、あるいは輸送用燃料におけるバイオマス由来の利用

など、ここら辺が明確に位置づけられております。

　文章的にはこうなっておりますが、具体的な対策としてどうなっているかというのが最後に横

に「エネルギー起源二酸化炭素に関する対策・施策の一覧」というふうになっております。ごくご

くその中の１ページ部分だけを抜き取っておりますが、この枠の中で真ん中あたりに「新エネル

ギー対策の推進（バイオマス熱利用・太陽光発電等の利用拡大）」という項目の欄があります。

今回、計画の中にバイオマスはこういう形で位置づけられております。先ほど荒木課長からご

説明がありましたように、新エネルギー導入量、 1,910万キロリットルを前提としながら、この
中に各種主体ごとの対策、それから国の施策ということで真ん中にありますが、ここにバイオマ

スタウンの構築、あるいは再生可能エネルギーのモデル地域の整備、あるいはバイオエタノー

ルの燃料の利用設備導入に対する補助などなど、こういった形で国が具体的にバイオマスを

推進するということがあります。

　今のことで一番右側に「対策効果」ということで全体の数でありますが、 4,690万二酸化炭素
トンの削減がこういう新エネルギー対策の推進によって図られる。一番右側のところに、先ほど

お話がありましたようにバイオマス熱利用308 万キロリットル、そのうち輸送用燃料のバイオマ
ス由来燃料で50万キロリットル、こういう形になっております。
  はしょりましたが、以上です。
○迫田座長代理　　どうもありがとうございました。それでは、引き続きましてバイオマス・ニッ

ポン総合戦略の検証の進め方についてご報告いただきたいと思います。これは事務局からお

願いします。

○藤本室長　　バイオマス・ニッポン総合戦略でございますけれども、前回２月16日にアドバイ
ザリーグループの第５回会合のときにお話を申し上げました。きょうもいろいろとご説明をさせ

ていただいておりますけれども、京都議定書の発効でありますとか、揮発油等の品質の確保

等に関する法律の改正でありますとか、温暖化対策大綱が法定計画に変わるというような状

況もございますということをお話を申し上げ、また、これだけバイオマス、バイオマスといってま



いりましたので、今日は、資料４に今まで公表させていただきましたバイオマスタウン構想の一

覧を載せさせていただきました。地方でこういう取り組みも進んできております。従いまして、こ

ういった現状を検証し、さらにバイオマス・ニッポン総合戦略の弱いところや足りなかったところ

なども含めまして、いろいろな方からご意見をいただきながら検討を進めてまいりたいと考えて

おります。また、検討期間は17年度中に行いたいというようなことで、このアドバイザリーグル
ープ会合からご意見を伺いたいということをご相談させていただいたところでございます。

　これに関しまして、前回、小宮山座長から、この委員会を何度も開くのは余り現実的じゃない

ので、場合によっては新たな専門家を適宜加える等、ワーキンググループを組織して原案を作

成することにしてはどうかというようなお話がございました。私どもとしては、この間にもう１つ閣

議決定がございまして、「資料５」をごらんになっていただければと思います。これは食料・農

業・農村基本計画のバイオマスの関連部分の抜粋でございます。「資料５」というのは一枚紙で

ございますけれども、これのパラグラフの一番最後のところでございます。「これらの取組に当

たり、関係府省の連携を図るとともに、平成17年中にバイオマスの利活用の現状と課題を検証
の上、必要に応じてバイオマス・ニッポン総合戦略の見直しを行う」という形で、これもバイオマ

ス・ニッポン総合戦略と同様、閣議決定物でございますので、全省庁了解のもと、このように基

本計画を定めさせていただいたところでございます。

　そこで、「資料２」をご説明させていただきます。これはたった一枚物で非常に恐縮でございま

すが、バイオマス・ニッポン総合戦略の検証の当面の進め方についてお諮りを申し上げたいと

思います。

　５月に、本日、２３日でございますが、アドバイザリーグループ会合を開きまして、先日から各

委員の方々にワーキンググループのメンバーについてご紹介をいただきましたけれども、ワー

キンググループ意見交換会という形で26日にキックオフ・ミーティングをさせていただこうと考え
ております。これを６月から８月ぐらいまでかけまして、当面の予定としましてはワーキンググル

ープ会合を月１ぐらいのペースで進めさせていただき、課題を整理させていただこうと思ってお

ります。

　８月に我々は予算の概算要求という時期がまいるわけでございますが、これと相前後いたし

まして推進会議――各省庁の局長級の会でございますが、この推進会議とアドバイザリーグ

ループ会合を開きたいと考えております。ここで一度この会合でご示唆をいただいた後、さらに

ワーキンググループ会合を重ねまして、課題の検証と見直しの戦略骨子案をつくってまいりた

いと考えております。

　我々の役所の常といたしまして12月に予算の概算決定がございまして、２月ごろには、必要
があればということでございますけれども、新しいバイオマス・ニッポン総合戦略の案につきま

して、このアドバイザリーグループ会合にお諮りをするようなスケジュールで進めさせていただ

こうと考えております。

　バイオマス・ニッポン総合戦略が閣議決定でございますので、来年の２月から３月にかけて、

同じような手続を我々としては踏みたいと考えております。

　裏をめくっていただきまして、この会議に先立ちまして皆様方のところにこのメンバーについて



紹介させていただいておりますが、このワーキンググループメンバーとしては以下の７名の方

を予定させていただいております。この中で、必要に応じて、地方の取り組みをおやりになって

おられる方々でございますとか、例えばＮＰＯなどのところでこのバイオマス利用にかなり力を

入れておられる方々とかからもご意見を伺いつつ進めさせていただければと考えているところ

でございます。これはご多忙中大変申しわけないのでございますけれども、迫田先生にアドバ

イザリーグループ会合とワーキンググループメンバーの橋渡しをお願いしたいと考えているとこ

ろでございます。

　以上でございます。

○迫田座長代理　　どうもありがとうございました。これにつきましても後ほど時間をとって議論

したいと思います。

　報告の方を続けさせていただきます。次は委員からの報告でございまして、今回は熊崎委員、

藤井委員から資料が提出されております。

　それでは、最初に熊崎委員から説明をお願いします。

○熊崎委員　　この会議の比較的最初のころに木質エネルギー関係の動向がどのようになっ

ているかということを少しお話しさせていただきました。きょうは、ごく最近の動きについて少しご

紹介したいと思います。

　まとめて皆さんのお手元に資料を配ったわけですけれども、この１～２年の間に見え始めた

大きな変化は事業化ということだろうと思います。僕は随分前からバイオマスをやっているので

すけれども、それまでは地方自治体であるとかＮＰＯの人であるとか、そういったところが中心

だったわけです。新エネルギービジョンであるとか、いろいろな関連で講演会を開く、シンポジ

ウムを開く、そういったことが大体中心になっていたわけです。だけれども、その限りではなか

なか事業化に動き出さないわけです。これは自治体が幾ら力を入れてもリスクをしょうわけに

いかないものですから、そこでできるというのが、本当に経済的な採算を無視したデモンストレ

ーション用の施設を補助金でつくるというようなところが中心だったわけですけれども、この１～

２年、ビジネスとしてそれをやろうという人が本当にふえてまいりました。

　ヨーロッパでは大規模燃焼と小規模燃焼の２つに分けているのですけれども、大規模燃焼と

いうのはかなり大がかりな発電なんかやるやつになるわけです。発電に関しましても、今実際

に着工しているもの、少し動いているものもあるわけです。計画しているものを含めますと電気

出力で１万キロワット以上のものがかなり出始めているわけです。それは今まで建廃なんかの

廃棄物中心にやろうとしていたのですけれども、建廃の方がだんだんなくなってきているもので

すから、今度は山のバイオマスの方もある程度利用しながらやっていこうという計画が非常に

ふえてきているわけです。

　もう１つ非常に目立っているのは小規模燃焼だろうと思うのです。この十数年の間にバイオマ

スのエネルギー変換の一番進歩したのが小規模燃焼の技術だと思うのです。ヨーロッパを中

心にしてこれが進みました。それはペレットであるとか木質のチップを使って比較的小規模、例

えば 100キロワットであるとか、500キロワットであるとか、 1,000キロワットであるとか、家庭
用のストーブであるとか、そういった燃焼器具が非常に発達したというのがあると思うのです。



バイオマスというのは材料が物すごく多様なわけです。含水率の低いものからすごく高い樹皮

のようなものまでいっぱいあるわけですけれども、それをちゃんと燃やそうといたしますと、そう

いったバイオマスの特性に対応したボイラーであるとかストーブがないといけないわけです。

　そういう多様なものが開発されたのと、もう１つ、特にこの10年ぐらいの間に燃焼プロセスの
コントロールがすごくよくなったということなのです。プロセスコントロールがよくなったものです

から、木質バイオマスの完全燃焼とエミッションをミニマムにする、そこの技術が大変発達した

わけです。ヨーロッパあたりをみましても、小規模燃焼の分野が今一番伸びていると思うので

す。ペレットボイラー、チップボイラーがどんどん入っていっている。たまたま石油価格が上昇し

たものですから、それが急激にふえていっているという状況だろうと思うのです。そういう状況を

日本の人たちもいろいろヨーロッパで勉強したりしてきまして、それを何とか事業化してやろうと

いう動きが非常に強まってきているわけなのです。

　これはこの前もお話ししたことなのですけれども、そういった事業化をやっていくときの技術的

なベースがどうしても日本にないわけなのです。端的にいいますと、今、日本で木質系のバイ

オマスで非常に燃焼に困っているというのがバーク（樹皮）なのです。あれは含水率が高くてな

かなか燃えなくて、今あれを廃棄物として処理しようとするとトン当たり１万幾らとられてしまう

わけなのです。ところが、ヨーロッパのいいボイラーだと、あれは完全に燃やしてしまっているわ

けなのです。それは既に非常に貴重なエネルギー源になっていて、日本の場合だったらあの

廃棄物をトン当たり１万幾ら出して処理してもらっているのですけれども、逆に向こうでバークを

手に入れようと思ったら１立方当たり 1,000円とか 2,000円、 3,000円出さないと手に入らな
いという状況なのです。それは何かというと、結局、日本ではバークを上手に熱に変換する技

術がないということになるわけです。また最近もその業界の人たちがヨーロッパへ行って大分

みてきたわけですけれども、向こうのボイラーを入れ、向こうの技術を何とか入れようという努

力が今始まってきているわけです。その人たちのやろうとしているのはあくまでビジネスとして

採算を考えてやっているものですから、こういう変化がここで出てきたというのは非常に大きい、

これからいよいよ事業として定着するんじゃないかなという感じをもっているのです。

　そのときに、例えばヨーロッパの場合だったらエネルギーサービス会社というのですか、そう

いうのがすごく重要な役割を担ってきているわけです。そのエネルギーサービス会社は何をや

るかといますと、公民館であるとか公共施設、何でもいいのですけれども、そういうところで重

油ボイラーを使っていた。それを木質系のボイラーにどうやって切りかえるのか。それから、そ

ういったボイラーを設置したら、そこに燃料を安定して供給する、メンテをやる、一切合財のエ

ネルギーサービスをやってくれる会社なのです。そういうものが出てこないとこれがなかなかう

まくいかないわけですけれども、これから木質のバイオマスを熱利用することになったら、結局

そのあたりが軸になってくるわけです。そのときにそういう技術者なりをどういう格好でこれから

育成していくのかというのがすごく大事な課題になってくるのではないのかなという感じがして

いるわけです。

　この前お話ししましたのは、そういうことで我々のところで『木質エネルギー』という雑誌、これ

はクオータリージャーナルですけれども、それを出してできるだけそういう基礎的な知識と、ヨー



ロッパ、アメリカではこういう格好で動いているという情報を今提供しているわけです。多分これ

をお話ししたときはまだ１号か２号しか出てなかったと思うのですけれども、大体こんな格好で８

号まで出ました。基礎講座であるとか、いろいろなところで情報を蓄積していっているのですが、

今度はこれをもとにしてバイオマスの熱利用をこれから進めていくということになったら、やはり

ちゃんとした技術の研修というか、それがこれから必要になってくるのではないか、そんなこと

を考えています。このくらいでよろしいですか。

○迫田座長代理　　どうもありがとうございました。引き続いて藤井委員お願いします。

○藤井委員　　先ほどバイオマスプラスチックの認知度の話が出ましたが、きょうはバイオマス

プラスチックの入れ物を置いてほしかったなと思います。私自身、愛・地球博で開会式の菜の

花のお手伝いから、３月25日から７月３日までは海上の森の市民プロジェクトに菜の花プロジ
ェクトで参加していて、特に５月９日から15日まではずっと地球の授業をやりましたが、バイオ
マスプラスチックの容器にどこでも出会いませんでした。歩き方が悪かったのかどうか、これか

らぜひみえるような形に、私も手伝いますので、よろしくお願いします。

　私のは大変にぎやかな資料ものです。菜の花プロジェクトに参加しているメンバーのサミット

を毎年やっているのですが、ことしは司馬遼太郎の「菜の花の沖」の舞台の淡路島五色町でや

りました。淡路島は震災から10年ということで、震災の島から環境の島へということで 1,000万
本以上の菜の花を植えて、集まった方たちが 1,000人ぐらいということで随分大きな形になり
ました。

　これはまた後でみていただきたいのですが、この開いたところのチャート図の中で、私たちは

てんぷら油からバイオディーゼルをつくるプロセスでグリセリンが大変ネックになっていました。

先ほどの熊崎先生のお話ではありませんが、グリセリンを処理しようとすると、トン当たり５万円

ぐらいするものですから、実は56本も倉庫にため込んでいます。これは廃棄物で処理するので
はなくて、必ずグリセリンの用途があるはずだということであっちこっち当たっていたのです。し

かも地域の大変近いところがいいと。

　そこの表の真ん中にバイオマスエネルギーというタンクの絵がかいてあります。これは日野

町というところにあるバイオマスプラントです。実は畜産糞尿だけでは発電量が大変低くて、知

事からもう少し発電量を上げられないものかという指令が出ています。そこで近所のお菓子屋

さんの廃棄物なんかも入れていたのですが、ここの中でグリセリンを定量的に入れることでど

のくらい発電量が上がるかということをやってもらいました。何と50リッター入れるだけで２時間
も発電量が上がるということで、今週から 100から150リッター入れることでかなり発電量が上
がるということがみえて、向こうも大変いいし、こちらも大変いい形で動くということと、もう１つ、

灯油ボイラーが全国でたくさんついています。その灯油ボイラーを何とかグリセリンボイラーに

かえられないかということで、メーカーでは巴ボイラーがずっとこの間、菜の花プロジェクトにつ

いて動いてくれていたのですが、いよいよこれでいけるという形になりましたので、滋賀県の１

つの施設の中に灯油ボイラーのかわりにというか、グリセリンボイラーを頭にしてバックアップ

を灯油でやるような形でＣＯ２　削減ができるという形がみえてきました。

　何とかここの中でいい形が回ってきたのですが、先ほど文科省の横溝様のご発表の中に図



らずも出てきたように、こうなればなるほどこの国は資源作物の位置づけが大変弱い。未利用

の土地、耕作放棄地、遊休地がこれだけありながら、それを使っていくということがないのです

ね。

　このサミットに実は韓国と中国からも参加していて、韓国は韓国菜の花プロジェクトというのを

スタートしました。中国はまだ様子をみているようですが、タイが2010年までにパームオイルで
ＢＤＦを10％使う、そして農業の施策の中で入れて農業者の収入を上げるという戦略を立てて
実際に動き始めているところをみると、何とか資源作物をきっちりと位置づけるということの中

で食料とエネルギーのナショナルセキュリティーまでいかなくても、まず地域セキュリティーをつ

くって、それが結果的にナショナルセキュリティーになるような方向をぜひ出していただきたいと

いう思いでいます。

　以上です。

○迫田座長代理　　どうもありがとうございました。

　　以上で説明事項は終わりました。これから自由討論ということですが、バイオマス・ニッポン

総合戦略の検証作業にとりかかるというお話もありましたが、その検証作業に関するご意見は

後で行うことにしまして、それ以外の府省庁からのご報告、お２人の委員からのご報告につい

てご質問とかご意見がありましたらお願いしたいと思います。どうぞ。

○前川委員　　文科省の「資料１－２」の４ページの「バイオマス利用の目的、検討方針」の中

に「バイオマスの育成、収集・搬送、変換、廃棄物処理・処分」という全体を通しての検討をされ

たようなことですけれども、今まで技術論がある中で、ここの議論はちょっと違うわけですね。一

種のソフトウエアに当たる。我々が直面している問題は、なぜバイオマスが普及しないかという

と、特に廃棄物系のバイオマスは廃棄物処理法との関連で、今いっている収集・搬送、変換、

こういったところが現実に全部ひっかかってくるのです。

　そういったところをどういう議論をされたかということを知りたいのと、さっき熊崎委員がいろい

ろお話しされましたけれども、木質材料もバイオマスとして考えたときに、廃棄物とそうでない有

償物との境目がかなりあるわけですね。そこの部分は廃棄物法をコントロールしている、多分

これは環境省だったと思うのですけれども、そこの規制といいますか、そこを少しうまく外して―

―外すというのはちょっとおかしいですけれども、うまく管理という観点からバイオマスが動くよ

うな形をとらなければいけないと思うのですが、その議論は実際されたかどうかということをち

ょっと知りたかったのです。

○横溝シニアフェロー　　実際に議論いたしました。これについては、今おっしゃったとおり有償

かどうかという話が出まして、有償かどうかで廃棄物かどうかを決めるために、例えばバイオマ

スで廃棄物並みの設備をつけなければいけないケースと、バイオマスでも有害物が出るのに、

つけなくていいケースが両方出てきてしまうという議論がございました。バイオマスの普及の観

点からすればひたすら走ればよろしいのでしょうけれども、その場の議論としては両方の合理

化が要る、つまり有償かどうかではなくて有害物を出すかどうかで分けるようなものが要るので

はないかという議論があったと思います。

○前川委員　　こちらの質問はそういうことが出るかどうか技術論ではなくて、法律的な規制の



中で、下手するとバイオマス施設が廃棄物汚泥中間処理施設になりかねない。例えば私も研

究ではやったのですけれども、産廃の家畜糞尿と一般の生ごみを一緒にすると、これは現実に

は廃棄物汚泥に触れてしまうのです。そこをクリアできるのは町レベルでないといけない。とこ

ろが、今度は町レベルぐらいだったらやれるけれども、分散型で小型化すると法規制にひっか

かってしまうのです。そのようなところをきちっとクリアしていかない限りは広まらないと思うので

す。そこを聞きたかったのです。その議論はこれからやるべきなのか、本当はやってほしいの

です。そこを何とかしてもらいたいというのがこの全体の廃棄物系のバイオマスを推進しようと

する人たちの意見でもあるということです。

○迫田座長代理　　どうもありがとうございました。いかがですか。

○横溝シニアフェロー　　先ほど申し上げたのは法制上の議論で、必ずしも技術的なものでは

なかったのですが、ただ最後の結論としては、技術的に有害物が出ないことが保障できればた

とえ小さいものであっても構わないというご意見もありまして、私が余りいうべきではないかもし

れませんが、もともと法の目的が安全を維持するためですから、それが満たされればいいとい

うことでございました。

○井上上席フェロー　　今の補足説明をさせていただきます。

　今実際に実行する場合の社会制度の問題、法規制の問題、これは一応議論は出てきました。

そういうものをクリアしないとなかなか実現しないよというお話はかなり出ました。ただ、今回の

議論は主には必要とする科学技術、特に長期的な科学技術としてどうすべきかという問題なの

で、藤本さんたちもいろいろ議論していただいて出てきましたけれども、それほどは突っ込んで

ないという状況です。

○前川委員　　端的にいいますと、環境省さんが都市緑化によってＣＯ２　を吸収するというよう

なことも考えていますよというのがちょっと出ていましたけれども、そうしますと、都市緑化のと

きに剪定枝が出ますね。その剪定枝は具体的にいうと廃棄物になってしまうのです。またそこ

でコストがかかるのではできないじゃないかという話なのです。そこのあたりはどうクリアしてい

ったらいいかということも含めて検討を……

○井上上席フェロー　　それはかなり議論しました。我々はバイオマスエネルギーを中心には

議論したのですけれども、結局トータルのシステムとしてやっていかないと、これは現実的に難

しいなという話は随分出てきます。そういう議論をしたのです。

○前川委員　　トータルというのはわかるのですけれども、具体的に一つ一つやっていかない

と、例えば市町村レベルでバイオマスタウンを提案しろといってもなかなかそこはできないので

す。ひっかかってきてしまうのです。そこをできればワーキンググループ等でもう少し詰めてい

ただきたいなというのがこちらの提案です。

○藤本室長　　実は廃掃法の問題というのはバイオマス・ニッポン総合戦略をつくるときのアド

バイザリー会合に出ていただいている委員の方には、そういう議論があったこともご記憶にあ

る方がいらっしゃるかと思います。バイオマス・ニッポン総合戦略をつくるときにも廃掃法の問

題が極めて厳しい議論になったことは私も承知をしております。

　私が説明するのは余り適切でないかもしれませんが、当時環境省からお話がございましたこ



とは、確かに例えば廃棄物の木くずをコークスの代替として使う、こういった場合に廃掃法の特

例を認める、そういった事例は点的にはございますけれども、これを一律に何かやるということ

になると、ちょうど青森、岩手の不法投棄の問題であるとか、豊島の不法投棄の問題であると

か、ちょうどこういった問題が出てまいった時期で、特に青森、岩手はバイオマスの利用という

ところからあのようになったというようなこともございまして、もろ刃のやいばとしての規制緩和

ということになりかねないということがございました。今後また迫田先生を中心にワーキンググ

ループを組んだ中に、バイオマスを利用するためには、小宮山先生がいつもいっておられまし

た60も70も法律があるのだというようなことを多分ご議論していただくことになろうかと思いま
すけれども、その中の１つの議論の種として今後またご相談をさせていただくということで、この

場ではお約束させていただこうということでご了承いただけますでしょうか。

○迫田座長代理　　どうもありがとうございました。私も前回少し紹介させていただきましたが、

千葉県の山田町でプロジェクトをやらせていただいておりますが、そこでは廃掃法だけではなく

てさまざまな問題がございます。その辺を含めましてワーキングの方で検討させていただけた

らと思います。

　廃掃法あるいは規制等々に関することがもう出てしまいましたが、そのほか何かございませ

んか。府省からのご報告と委員からのご報告についてですが。よろしいですか。

○下平委員　　単純な質問なのですけれども、先ほどエネルギー庁さんから需給見通し、環境

省さんから達成計画のご説明がございました。その中に新エネルギー、特にバイオの利用に

関するいろいろな数字がございましたけれども、これらのエネルギーは国内ですべて供給する

という前提なのか、輸入ということもお考えなのか。特に輸送用の場合のエタノール、ＥＴＢなん

かございますけれども、実際にご検討されているかどうかわかりませんが、どのような想定をさ

れているのか、もしおわかりになれば教えてほしいと思います。

○迫田座長代理　　お願いします。

○荒木課長（経済産業省）　　私どもはエネルギー見通しをつくるときには、特に新エネルギー

について国産、海外ということは特段何か想定をつくっているわけではございません。今までの

新エネルギーというのはほとんど国産でしかあり得なかった。風力とか太陽光発電とか、地域

のバイオマス資源を利用するといったことでございましたので、輸送用燃料のバイオマス利用

というのは若干海外からの輸入の可能性ということも、ある種現実的に検討し得る新たなケー

スではないかと思います。もちろん、発電用の混焼としてバイオマスの燃料を海外からもってき

てはどうかということが民間レベルにおいて今まで検討されたケースがあるとは聞いておりま

す。

　今まで新エネルギーというとどちらかというと国産エネルギーというふうにイコールであったの

ですが、基本的に私ども、例えば新エネルギーについて強制法としてＲＰＳ法というような法律

などもありますけれども、その中でも特段国産でなければいけないとか、そういうことは一切書

いてございません。したがって、私どもとして国産でなければいけないとか、そういうことではな

いとは思っております。ただ、海外からもってくるとなると当然コスト的には輸送費等のハードル

がございますので、その辺がビジネスの場で一体どれぐらい見合うのかということかと思いま



すし、そのあたりの検討が今後必要になってくるかとは思っております。ただ、国産でなければ

いけないということはどこにも書いてございませんので、その可能性は全く除外されているわけ

ではないと考えております。

○迫田座長代理　　ありがとうございました。どうぞ。

○熊崎委員　　今の関連で、バイオマスというのは国内で調達するというあれでずっと来ていた

わけですけれども、最近のヨーロッパのあれをみますと国際関係というのがなかなか無視でき

なくなってきているのです。先ほど木質ペレットが世界的にすごく伸びているといっているので

すけれども、あの貿易量も非常にふえているわけです。ヨーロッパの場合だったらロッテルダム

が受け入れ港になっているのですけれども、そこへ来る船は専用船ができているのですね。そ

れが南アフリカだとかとんでもないところから入ってくるような状況になっているものですから、

１つこの問題がどうしてもあると思うのです。

　僕らが今一番危機感をもっていますのは、日本でも少しずつペレットを生産するところが出て

きたのですけれども、単位が小さ過ぎてコストがすごくかかっているのです。例えばキログラム

40円とかなんとかいったら完全にカナダであるとかいろいろなところから入れた方が安くなって
しまうわけです。だから、そういうことになってきますとバイオマスだからいい、ペレットだからい

いという格好と、もう１つ、国際競争にある程度耐えられるような生産体制を日本でもつくってい

くというような努力が片一方では要るのではないかということをこのごろ痛感しています。

　以上です。

○迫田座長代理　　ありがとうございました。

　ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。

　では、バイオマス・ニッポン総合戦略の検証について、こちらの方にも意見をいただきたいと

思います。ワーキンググループに対するご意見、ご要望、ご提案、何でもよろしいのですが。今

もう既に廃掃法という１つの例が出ましたが、こういうこともやったらいかがでしょう、あるいは

やりなさい、お聞かせ願えればと思います。どうぞ。

○前川委員　　４月にバイオマス関係の国際会議があってちょっと出たのですが、カーギルの

方がポリ乳酸がキロ当たり 100円ぐらいまでいけると言い出したわけです。このプロジェクトの
中では、今コスト計算というのはなかなか大変でしょうけれども、具体的にどの辺までいけるか。

要するにスケールアップしたときですね。これは実験室レベルから少しパイロットスケールぐら

いのところでやっておられると思うのですけれども、その辺のオンサイトでやるところで日本とし

ては大体どのくらいまでを目標としているか、今後のポリ乳酸の生き方というのはこれがキー

になってくるのではないかと思うのです。そこはどうでしょうか。その辺のコスト的な考え方を入

れているかどうかということです。

○藤本室長　　バイオマス・ニッポン総合戦略の中に、とりあえずポリ乳酸をターゲットとして20
10年にはキロ当たり 200円まで下げると。数字で価格が書いてある目標というのは極めて珍
しいと財務にはかなり怒られましたけれども、そのように書いてあるくだりがございます。我々

が思っているよりも技術開発のスピードは速いのではないかと考えております。Nature Work
s 社に高い価格でつくっていただいたものを日本にかなり入れているわけでございますけれど



も、そういったものからのケミカルリサイクルも含めて日本の国内で小ロットでももっと安くでき

るのではないかと思って進めておるところでございますので、今後バイオマス・ニッポン総合戦

略の中でプラスチックのことについても少し検討していく必要があろうかと思いますが、今のと

ころ 200円の看板をおろすつもりはございません。
○迫田座長代理　　ありがとうございました。

　残り30分、たっぷり議論の時間をとっていただきまして自由討論ということにさせていただき
たいと思います。もちろん今の検証についてのご意見も含めて、ぜひご自由に、これだけはい

っておきたいということがおありでしょうからお願いしたいと思います。

○松見委員　　ワーキンググループメンバーへの要請にもなるのですが、今までこの場で全く

出なかった点を指摘させていただくので、ひょっとして私が間違っておればいいのですが、実は

私自身はある民間企業で先端技術ビジネスを担当しておりまして、バイオ、ナノテクノロジーの

ビジネスを開発しています。その中で食料バイオ、医療バイオという分野でいろいろなことをや

っていますが、そこで常に大前提になってくるのが少子高齢化の問題です。今後、日本を筆頭

としまして世界じゅうで少子高齢化がどんどん進んでいく。食料バイオ、医療バイオ等、いろい

ろな分野でいろいろな先端技術でいろいろなことが実現していくのですが、大前提になっている

少子高齢化の問題が果たしてバイオマス・ニッポン総合戦略にどうインパクトを与えてくるのか

余り自信がないものですから、逆に皆さんのご意見を伺ったり、あるいは相当変わった視点の

指摘になるわけですが、当然2010年あるいはそれ以降においてバイオマス・ニッポンの総合
戦略がより推進されていく、それには当然新しい科学技術の発展が大いに貢献するということ

ですから、ここで今まで議論されてきた総合戦略が成功裏に実現されて、日本の今の循環型

社会あるいは環境調和型社会に貢献できるということは多分間違いないと思うのです。

　それにしましても特に地域経済のことを考えた場合、バイオマス資源の集荷、搬送とか、いろ

いろ労働力を必要とする部分も当然あるわけで、そこらへのこの10年、20年後、特に2025年こ
ろには日本では65歳以上の人口が総人口の32％以上になるといわれているわけですから、そ
こらのことを10年、20年単位で考えた場合、少子高齢化の問題がバイオマス・ニッポン総合戦
略の実現、推進にインパクトを与えるのではないかと思って指摘させていただきます。既にお

考えになって、あるいは計算された上でこの議論がなされていればいいと思うのですが、もしき

ょう指摘させていただいた点を新たに１つの視点として加えるべきであれば、これはワーキング

グループメンバーで新たに検討いただければと思った次第でございます。

　　以上です。

○迫田座長代理　　ありがとうございました。少子高齢化、確かに今まではここでは考えてこな

かったのかもしれませんが、ワーキンググループへの提案ということでお聞きいたしました。

　ほかは。赤池さん。

○赤池委員　　３点ほどお話しさせていただきます。

　１つは評価に関連したことでして、実は冒頭の山地先生のご発言なんかと密接にリンクしてい

るのですけれども、バイオマスの原料もプロダクトも全然違うので、評価に際してはぜひ地域性

を評価の中にきちんと位置づけてあげるような対応策を考えてもらいたいと思っています。多



分、具体的にはバイオマスタウンの事業が進んでいますので、そうしたものを事業的に高度化

するためにどんな事業を、あるいは研究、技術開発をサポートすべきなのか、これが出やすく

なるというか、地域ごとのバイオマス事業を高度化するために地元の官民がこういうことをやり

たいというようなプロポーザルがちゃんと出てくるような仕組みをぜひご検討していただけたら

なと思っています。

　２番目は普及に関してなのですけれども、そろそろ普及啓発を戦略的に動かす実施主体へ

のアプローチみたいなことをぜひご検討された方がいいのではないかと思うのです。今のバイ

オマスタウンの場合はどうしても農村振興というくくりの中で発想されてしまっているので、例え

ば日本じゅうにお店をもっているコンビニエンスストアとバイオマス事業というのはどうあるべき

なのか、あるいは例えば丸の内とか日本橋のような都市のど真ん中の再開発みたいなことと

バイオマスの事業というのはどうなってくるのか、ここら辺はぜひうまい形でモデルとして新しい

業種とバイオマス事業みたいなことについて何かコミットしながら、業種ごとの戦略的なビジネ

スモデルみたいなものをおつくりになられるといいのではないかと思います。

　実はこれとも関連しているのですけれども、１つは、今いろいろなメーカーさんからも相談があ

るのですが、ＣＳＲと呼ばれる企業の社会貢献、経済と環境だけでなくてもう一度社会というも

のを考えてみようと。例えばこうしたＣＳＲ事業とバイオマスの事業はどうなのか、どんな利用が

あるのかみたいなこともぜひ、いろいろな民間に対するバイオマス事業に参画しやすい手法の

開発、そういう問題意識をもってアプローチされたらいいのではないかなと思うのです。特にＣ

ＳＲとバイオマスみたいなことをモデルの企業さんとかがやってくると、多分一番効いてくるの

はトップへの啓発だと思います。いまだにいろいろ仕事をしていて大企業の社長さんとか役員

の方が、爆発してしまうＲＤＦとバイオマスのプラントの違いが全然わからないような方がたくさ

んおられるので、そういうことも重要な普及啓発の手法だと思います。

　今３点お話ししたのですけれども、まとめて何をいいたいかというと、これは繰り返し皆さんで

話してきたのですが、バイオマス事業の評価に当たっていろいろなパターンのビジネスモデル

を形にした上で評価をしていくというスタンスを考えてもらいたいと思っています。そういう意味

では、今回のワーキンググループのメンバーをみてみると、いろいろな地方自治体のビジネス

とか民間参画型のビジネスとか、そうした観点からどの委員の方がご評価されるのかなとちょ

っと疑問になってしまうところがあるので、もうちょっとビジネスモデルという観点をぜひ意識し

てくれというようなご指導をお願いしたいと思います。

　以上です。

○迫田座長代理　　どうもありがとうございました。

　ほかにご意見。どうぞ。

○渡部委員　　お話を聞いてなかなか進んでいると感じているのですけれども、私は水産の関

係ですので、少しコメントだけさせていただきます。

　今度のバイオマスタウンの実現の資料をみさせていただきますけれども、幾つか水産系廃棄

物が使われています。こういう海岸の付近にあるタウンというのは、多分こういうところがこれ

からかなり使われていくと思っています。一方、水産系廃棄物の例えばバイオエネルギーとい



う観点は、今まで畜産とか木質に比べて余り重要視されていないというか、研究開発がかなり

おくれていると私は認識しているのですけれども、ぜひその辺の支援がいただけると非常にあ

りがたいという気がいたします。

　先ほどの意見と関連しますけれども、海洋の方も法律的な問題が結構ありまして、海の中の

ものを一度陸に揚げると廃棄物になってしまうのです。水質汚濁法がありまして、もう一回海に

戻せない。本当はもし戻せると海の需要というか、そういうのに使える道もあると思うのですけ

れども、いろいろ法律があって法律的なところも議論しないといけないのですが、幸いワーキン

ググループに１人入っておりますので、そういう点も議論して進めていただきたいなと思ってお

ります。コメントですけれども、よろしくお願いします。

○迫田座長代理　　どうもありがとうございました。

　まだ若干時間に余裕がありますので。

○前川委員　　先ほど生分解性プラスチックで松見委員の方からほかの形がないかということ

だったのですけれども、ポリ乳酸とかあれだけではなくてコンポジット型の繊維と組み合わせた

ものが既に出てきております。そういったものを推奨していくようなやり方で、愛知博の中では

多分それが動いていると思うのですけれども、そのあたりも多様性をもった生分解性プラスチッ

クの活用、それのさらにまたリサイクルでうまく使うようなシステム、ケミカルリサイクルだけで

はなくてそのような検討も是非していったらどうかというような提案です。

○迫田座長代理　　ありがとうございました。

○高橋委員　　本日から参加させていただくことになりまして、これまでいろいろなご議論が出

ていたのだろうと思いますので、ピント外れになるかもわかりませんが……。

　１つは、ちょっと気になりましたのは、最初のご説明で認知度のアンケートの話が出ておりま

したが、アンケートの方法をお伺いいたしますとインターネット調査ということだったので、そうす

ると１回目、２回目、回答者が大体重なっているのではないだろうか。そういたしますと、以前１

回認知したのはあとずっと永久に認知しますから、忘れたということはないと思いますので、ふ

える一方である。ということですから、認知度がふえたことによって社会的な評価もふえたとい

うふうな単純な評価はちょっと危険なのではないだろうか。母集団を変えてこういう調査をされ

ているなら結構ですが。ですから、その辺の評価を十分お気をつけいただいたらいいと思いま

す。

　それから、どういう人たちに対する認知度が必要なのかということですが、利用者――家庭

の主婦とか消費者関係への認知度ということももちろん大切ですし、そういう階層の方が十分

重要性を認知すれば消費もある程度ふえることは可能なわけですけれども、いい商品が世間

に出回れば別にバイオマスでなくても消費はふえていくわけですので、製造の関係、流通関係、

そういう人たちに対する認知度といいますか、ただ用語を知っていますかということだけではな

しに、その利点といいましょうか、そういうことも細かく尋ねるようなアンケート、さらに製造や流

通で消費をふやしていくための問題点なり課題まであわせて聞いていただくようなことがあると

参考になるのではないかなと思います。

　もう１つは、先ほど少子高齢化の話が出ましたけれども、これは特にバイオマスの生産が多



いといいましょうか、中山間地域では現在、過疎化、少子化が非常に危機的な状況になってお

ります。したがって、土地の管理、農地や林地の管理ができなくなって耕作放棄、あるいは森

林の管理不十分ということで山が荒れてくるということが問題になっておりますので、逆にこう

いう新しいバイオマス産業等がそういうところで立地すれば、当面はそれを管理する、あるいは

従業員等の管理者の問題があろうかと思いますが、長期的にみますと中山間地域で地域性に

合った産業を定着させることが中山間地域の定住活性化につながることかと思いますので、ぜ

ひ中山間問題と連携してバイオマス産業の振興といいましょうか、定着ということも考えていた

だければ非常にありがたいと思います。

○迫田座長代理　　どうもありがとうございました。個人的には全く同感でございます。

○藤本室長　　最初のアンケートのところだけお答え申し上げます。

　これは実はアンケートに答えたいと登録をしている人が数万人規模いる会社にお願いしてお

ります。何歳から何歳、主婦の方とか、みんな職業がわかっておりますので、そういったところ

に割り振りをして、全体で 1,000人の方ぐらいにアンケートをボーンと出して、それにご返事を
いただくという形でございます。したがいまして、確率からいってあれなのですけれども、昨年と

同じ人にアンケートを出しているということはほぼないと私どもは聞いております。実は私もそ

の会社のアンケート会員になっておりまして、うちは小学生の娘以外、５人家族のうち４人やっ

ておりますが、実はこの問い、だれ一人に来ませんでしたので、多分世の中には２回来ている

人はほとんどいないと私どもは理解しております。

○高橋委員　　ありがとうございました。すみません、勝手なことを申し上げて。ただ、一言申し

上げますと、そうしますとデータの集計のところで少なくとも職業別等のデータも示していただく

と非常にありがたい。

○迫田座長代理　　どうもありがとうございました。お願いします。

○嶋委員　　私も、今日初めて参加させて頂きました。

　先ほど、バイオマスに対する知識とか情報が少ないのではないかというお話もありましたけ

れども、我々企業としても結構バイオマスには興味をもっている人たちが多いと思っています。

また、我々は逆にバイオマスを今ある企業のインフラを使えば、ある程度消化できるというか、

循環型に寄与できる武器をたくさんもっていると認識しております。

　先ほど来話がありましたように、それを活用するための法の問題とか物流の問題とか集荷の

問題とかシステムの問題がある程度解決すれば、物事というのは飛躍的に向上する余地がま

だたくさんあるんじゃないかなと我々は認識しておりますので、ぜひそういうところを一緒に検

討させていただければ非常にありがたいなと思っています。

○迫田座長代理　　大変ありがとうございます。

○青山委員　　私もお話を伺わせていただいて、技術開発、相当なレベルまでいってるんだな

ということを実感いたしましたが、これからは普及の部分にぜひとも力を入れてやっていただき

たいなと思います。

　バイオマスプラスチックの認知度調査で30代から50代の女性の意識が低いということでした
が、私たちの身近なところにバイオマスプラスチックがないということが一番大きいのだろうと思



うのです。でも、こうして普及施策なんかを拝見していますと、宮崎でやっている魚箱も私は視

察にお邪魔させていただきましたし、それから花キューピットを利用されている方も随分いるは

ずなのですが、多分、知らない人がほとんどだろうと思います。また、卵パックとか植樹ポットと

か、実際にそういうものは出ているわけですので、こういったものの普及にはぜひとも支援をし

ていって目に触れる機会をふやしていっていただきたいなと思いました。

○迫田座長代理　　ありがとうございます。ご自由なご討論ですが、もうよろしいでしょうか。ほ

かにご意見は。

○山地委員　　時間がちょっとあるようなのでオープンエンドな提案ですけれども、先ほどの認

知度に関することです。バイオマスという名前がよくないなと思うのです。何だろうと思わせるの

は非常にいいのですけれども、太陽とか風とかというとすぐわかりますね。バイオマスというと

何だということになる。そこに壁があるような気がするのです。ワーキンググループでもこういう

場でも日ごろでもいいのですけれども、何かいい言葉を考えたらどうかと思うのです。バイオマ

スでは認知度は低いままではないかなと思います。

○迫田座長代理　　なるほど。

○熊崎委員　　僕も全く同感ですね。バイオマスという言葉はやめた方がいいんじゃないかと僕

は思っているのです。といいますのは、バイオマスというのはすごく抽象度の高い言葉なので

す。ヨーロッパだってアメリカだって、これは日常で使っている言葉ではないのです。

　僕はすごくショックを受けたのですけれども、岐阜県でいろいろな地域でエネルギービジョンを

つくっているでしょう。そのときに今と同じような認知度を調査するのです。太陽光発電であると

か風力であるとか、みんなあるわけですね。村の人たちが何を一番入れたくないかといったら

バイオマスなのです。山いっぱいあって、そこの中で一番使いやすいエネルギーのはずなので

す。ところが、バイオマスを何と勘違いしたかといったらマスだと思ったというのです。バイオの

いろいろなテクニックですごく大きくなるようなマスじゃないかと思ったというのです。皆さん笑わ

れるけれども、バイオマスという言葉は比較的知識層が使っているのです。山間部へ行って年

配の人に聞いたら結局そのレベルなのです。

　それともう１つ、これもヨーロッパあたりでしょっちゅういわれていることなのですけれども、風

力発電あるいは太陽光発電といったらみんなこういうものだという一定のイメージがあるわけな

のです。だけど、バイオマスといったときに、人々のパーセプションというのですか、認識の仕

方がばらばらなのです。ある人は廃棄物を考える、ある人は山のチップなんかを考えているか

もわからない、そういうことで片一方では公害の元凶みたいに考えていたり、片一方は再生可

能なやつだと考えていたり、そこの感じ方がすごく違うものだから、これではまともな会話が成

り立たないのではないかと思うのです。だから、そういたしますとできるだけバイオマスという言

葉ではなくて、もっと具体的にだれもがわかるような用語を使うべきではないか。僕はこれはよ

くいっているのですけれども。

　それともう１つ、いろいろなところで調査をやっていますね。学生であるとか一般の人であると

か、そういうところで認知度と同じような格好でやっているのですけれども、どこへ行っても風力

と太陽光発電は認知度がすごく高いという格好で出てくるのです。バイオマスなんていうのは



学生に聞いても一般の人に聞いても、わかっているのは30％とか20％、みんなそういうレベル
になってしまうのです。そうすると、今の話ではないけれども、もうちょっと何か名称を考えた方

がいいのではないかという感じは僕も非常に強くしています。

　以上です。

○前川委員　　名前は後から認識されると思うのです。私もバイオマスを知ったのは30年前で
す。本を書いたのは20年前です。これは残念ながら絶版になっていますけれども、『バイオマス
エネルギー』というのがあるのです。ところが全然認識されない。認識されないのは具体例が

乏しいのです。さっきちょっと山地さんがいわれたように、具体的にバイオマスとはこういうもの

だという説明が非常に乏しいのです。特にエネルギー変換は目にみえませんし、そういったとこ

ろはぜひとも具体例をどんどんつくっていって初めて認識されるという発想で、言葉はどうこう

いっていてもだめだと私は思うので、バイオマスはバイオマスでいいのではないかと思っている

のです。

○藤井委員　　私も愛東というところでやってくる中で、私たちは木質系が欲しいのですが、木

質バイオマスでは全くだめなので、今、愛東は「マツタケ山再生計画」と名付けました。「マツタ

ケ山再生計画」で、村の人は動きますが、出てくる木をどう使うかというのはこっちでプログラム

をつくる。これは余りにも具体的過ぎますが、バイオマスという言葉はいつも解説しなければい

けない。スタートの2002年のころよりは大分よくなったと思うのですが、それでも相当意識の高
いところでないと入り込みにくい。熊崎先生、この名称に変わる言葉を考えよではなくてぜひ出

してください。括弧書きでも何でも入れていくといいと思います。

○迫田座長代理　　どうもありがとうございます。遺伝子組み換え魚じゃないかというのは、私

もあるところで聞きました。

　そろそろ時間も迫っておりますけれども、バイオマスという片仮名をいかにするかということも

ひとつワーキンググループへの宿題かなと思います。

　残った時間、特段ございましょうか。――よろしいですか。

　それでは、本日のまとめをいわせていただこうかなと思います。

　モデル事業の中間結果につきましては、３年間の事業の初年度であるということを考えまして、

目標達成に向けておおむね順調に進んでいると思います。生産効率の向上はコスト低減に結

びつきますので、引き続き目標達成に向けて取り組んでいただきたいと思う次第です。

　それから、各省から報告がございましたが、京都議定書の目標達成に向けてバイオマスの利

活用が進むよう、一層しっかり取り組むことが重要だということを再認識したと思います。

　バイオマスタウンの取り組みも、きょうも幾つか資料が出ておりましたが、始まったところであ

ります。戦略の検証に当たりましては、これらの取り組みがしっかり進むためにも、事務局さん

には本日の議論を踏まえて実りある議論が進められるようにお取り計らいを願いたいと存じま

す。

　それでは、予定の議事はこれで終了いたしましたので、進行を事務局の方にお返しいたした

いと思います。どうもありがとうございました。

○塚本課長　　どうもありがとうございました。最後に事務局からご連絡を申し上げます。



○藤本室長　　本日、実は紹介していない資料が幾つかございます。「資料６」に「バイオマス

情報ヘッドクォーター」の意見募集の紙をつけさせていただいております。これは東大総研の

「バイオマス情報ヘッドクォーター」でございますけれども、戦略の検証を行うに当たりまして、

あわせて広く皆様から意見を募集してございます。委員の方にここに書いてくれというつもりは

全然ないのでございますけれども、何か機会がございましたら広くお知らせをいただけますよう

重ねてお願いを申し上げます。

　検証のところでお話を申し上げましたが、次回の会合につきましては、概算要求のあたりを予

定してございます。日程につきましては、また追って調整をさせていただきますので、よろしくお

願いしたいと考えております。

　以上でございます。

○塚本課長　　それでは、長時間ありがとうございました。以上をもちまして第６回の会合を閉

会いたします。どうも本日はありがとうございました。
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